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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（灯浮標） 

発生日時 平成２５年７月１日 １２時４０分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市広島 薑
はじかみ

鼻北方沖 

 丸亀市所在の江浦港西防波堤灯台から真方位３５９°２.８海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２４.４′ 東経１３３°４３.０′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第三十八住吉
すみよし

丸、１９トン 

   ２６０－４３８９６広島、住吉汽船有限会社 

   １６.００ｍ（Lr）×５.２０ｍ×２.０８ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、６６２kＷ、平成１６年４月 

Ｂ 台船 日東
にっとう

７号、約１,６３１トン 

   なし、日東タグ株式会社 

   ６０.０ｍ×２２.０ｍ×３.５ｍ、鋼 

   機関なし、平成２３年建造 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１６年１月２３日 

    免許証交付日 平成２１年７月３０日 

           （平成２６年７月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船尾部に擦過傷 

灯浮標 全損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、空船のＢ船をえい
．．

航して引船列

（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、薑鼻北方沖を約５ノット

（kn）の対地速力で自動操舵によって北東進した。 

 船長Ａは、薑鼻北東方灯浮標（以下「本件灯浮標」という。）を左舷

側に見て航行する頃、本件灯浮標から５０ｍ以上離れて航行している

ので、Ｂ船が少しぐらい流されても、問題ないものと思って航行し
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た。 

 船長Ａは、間もなくして海上保安庁から本件灯浮標を沈没させた疑

いがある旨の連絡を受け、後日、海上保安庁に出頭することとし、岡

山県倉敷市水島港に入港した。 

 船長Ａは、海上保安庁の調査において、本件灯浮標に付着していた

塗料とＢ船の船体塗料が一致し、また、本事故発生場所付近で操業し

ていた漁船の本事故発生の通報時刻から、平成２５年７月１日１２時

４０分ごろ、江浦港西防波堤灯台から真方位３５９°２.８Ｍ付近に

おいて、Ｂ船が本件灯浮標に衝突したことを知った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期、潮流 西流約１kn 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、直径約５㎝の合成繊維製えい
．．

航索を約４０ｍ

伸出していた。 

 船長Ａは、時々、後方を見てＢ船の振れ具合を見ていたが、本事故当

時、後方を見ていなかった。また、航行中に衝撃を感じなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船引船列は、薑鼻北方沖を北東進中、船長Ａが、本件灯浮標から

５０ｍ以上離れて航行しているので、Ｂ船が少しぐらい流されても問

題ないものと思い、潮流を考慮した針路としていなかったことから、

Ｂ船の左舷船尾部が本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、潮流により、左舷側に圧流され、本件灯浮標に衝突した可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が、薑鼻北方沖を北東進中、船長Ａが潮流を

考慮した針路としていなかったため、Ｂ船が本件灯浮標に衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航路標識付近を航行する場合、船体及びえい
．．

航索の長さ並びに気

象及び海象を考慮し、航路標識から十分に離した針路で航行する

こと。 

 


